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１【提出理由】

当社は、平成26年９月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５

第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので

あります。
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２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年９月25日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

　　　　　　定款の一部を、以下のとおり変更するものであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下線は変更部分を示します。）

旧　定　款 新　定　款
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第１条　　　　　（条文省略）
 
（目的）
第２条（１）～（６）
　　　　　　　　（条文省略）
　　　　　　　　（新　　設）
 

　　　　　　　　（新　　設）
 
（７）　　　　　（条文省略）
（８）　　　　　（条文省略）
　　　　　　　　（新　　設）
（９）　　　　　（条文省略）
　　　　　　　　（新　　設）
（10）上記各号に関する一切の付帯業務
 
第３条～第２０条
　　　　　　　　（条文省略）
 
（任期）
第２１条　取締役の任期は、選任後２年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとする。
　　　２．　　　（条文省略）
 
第２２条～第３６条
　　　　　　　　（条文省略）
 
　　　　　　　　（新　　設）
 
　　　　　　　　（新　　設）
 

 
　　　　　　　　（新　　設）
 

 

 

 
　　　　　　　　（新　　設）
 

 
　　　　　　　　（新　　設）
 

 

 

 
　　　　　　　　　第６章　計　算
 
第３７条　　　　（条文省略）
 
　　　　　　　　（新　　設）
 

 

 
第３８条～第４０条
　　　　　　　　（条文省略）
 
　　　　　　　　（新　　設）
 

第１条　　　　（現行どおり）
 
（目的）
第２条（１）～（６）
　　　　　　　（現行どおり）
（７）著作権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意
匠権、商標権その他無体財産権の取得、使用許諾、売
買および譲渡、ならびにこれらの仲介および代理業
（８）キャラクター商品の企画、開発、販売ならびに
著作権、意匠権、商標権の管理および使用許諾
（９）　　　　（現行どおり）
（10）　　　　（現行どおり）
（11）有価証券の取得、保有、運用および売買
（12）　　　　（現行どおり）
（13）教育研修事業
（14）　　　　（現行どおり）
 
第３条～第２０条
　　　　　　　（現行どおり）
 
（任期）
第２１条　取締役の任期は、選任後１年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとする。
　　　２．　　（現行どおり）
 
第２２条～第３６条
　　　　　　　（現行どおり）
 
　　　　　　　　　第６章　会計監査人 
 
（選任方法）
第３７条　会計監査人は、当会社の株主総会によって
選任する。　　　　
 
（任期）
第３８条　会計監査人の任期は、選任後１年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
会の終結の時までとする。　　
　　　２．前項の定時株主総会において別段の決議が
されなかったときは、当該株主総会において再任され
たものとする。 
 
（報酬等）
第３９条　会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査
役会の同意を得て定める。　　
 
（会計監査人の責任免除）
第４０条　当会社は、会社法第４２７条第１項の規定
により、会計監査人との間に、任務を怠ったことによ
る損害賠償責任を限定する契約を締結することができ
る。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令の
定める額とする。   
 

　　　　　　　　第７章　（現行どおり）
 
第４１条　　　　（現行どおり）
 
（剰余金の配当等の決定機関）
第４２条　当会社は、会社法第４５９条第１項各号に
定める事項については、法令に別段の定めがある場合
を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議よっ
て定める。　　
 
第４３条～第４５条
　　　　　　　　　（現行どおり）
 
附則　　第２１条第１項の規定にかかわらず、平成２
５年９月２６日開催の定時株主総会において選任され
た取締役の任期は、平成２７年開催の定時株主総会終
結の時までとする。本附則は、当該期日の経過をもっ
てこれを削除する。　　
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第２号議案　取締役１名選任の件

　　　　　　　　　那珂通雅氏を社外取締役に選任するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案
定款一部変更の件

85,414 14,347 0 (注)１ 可決 85,122

第２号議案
取締役１名選任の件

97,808 2,028 69 (注)２ 可決 97,334
 

(注) １．出席した株主の議決権の３分の２の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が

できていない議決権数は加算しておりません。
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